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令和７年度 津市地域防災計画（資料編）修正 新旧対照表 

No. 頁 旧 新 提案理由 

1 9 Ⅰ 被害想定（危機管理部） 
１ 過去の被害想定 
 ⑴ （略） 

⑵ 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループの報告によるもの 
  南海トラフの巨大地震については、東北地方太平洋沖地震を教訓に、最新の 
科学的知見に基づく最大クラスの地震として、南海トラフ巨大地震モデル検討 

会において震度分布、津波高、浸水域等が推計され、それらを基に、南海トラ 
フ巨大地震対策検討ワーキンググループにおいて建物被害、人的被害、施設等 
の被害及び経済的な被害等が推計され、今後の防災対策の基礎資料として被害 

の全体像が示されたものである。また、被害想定については、平成２４年８月 
に被害想定の第一次報告として、建物被害・人的被害等の推計結果が取りまと 
められ、平成２５年３月には被害想定の第二次報告として、施設等の被害及び 

経済的な被害を取りまとめられた。 
 
 

 
 
 

 
 
ア 想定する地震動 

   ＜南海トラフ巨大地震モデル最大となる震度＞ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 基本 
ケース 

陸側 
ケース 

東側 
ケース 

西側 
ケース 

経験的手法 

津市 6強 7 6強 6強 6強 

Ⅰ 被害想定（危機管理部） 
１ 過去の被害想定 
 ⑴ （略） 

 ⑵ 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ及び南海トラフ巨大地震モ
デル・被害想定手法検討会の報告によるもの 

   南海トラフの巨大地震については、東北地方太平洋沖地震を教訓に、最新の 

科学的知見に基づく最大クラスの地震として、南海トラフ巨大地震モデル検討 
会において震度分布、津波高、浸水域等が推計され、それらを基に、南海トラ 
フ巨大地震対策検討ワーキンググループにおいて建物被害、人的被害、施設等 

の被害及び経済的な被害等が推計され、今後の防災対策の基礎資料として被害 
の全体像が示された。また、被害想定については、平成２４年８月に被害想定 
の第一次報告として、建物被害・人的被害等の推計結果が取りまとめられ、平 

成２５年３月には被害想定の第二次報告として、施設等の被害及び経済的な被 
害が取りまとめられた。そして、令和７年３月に、これまでの防災対策の進捗 
状況や最新の知見等を踏まえ、南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討 

会において検討された、最大クラスの地震・津波、時間差において、発生する 
地震・津波並びに被害想定の推計手法に基づき、南海トラフ巨大地震対策検討 
ワーキンググループにおいて、被害想定の見直しが行われ、報告書として取り 

まとめられた。 
 
ア 想定する地震動 

   ＜南海トラフ巨大地震モデル最大となる震度＞ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 基本 
ケース 

陸側 
ケース 

東側 
ケース 

西側 
ケース 

経験的手法 

津市 6強 7 6強 6強 6強 

「南海トラフ巨大
地震モデル・被害想
定手法検討会」にお

いて検討された、地
震モデルや被害想定 
の推計手法に基づき、 

令和７年３月に「南
海トラフ巨大地震対
策検討 WG」において、

被害想定の見直しが
行われ、報告書とし
て取りまとめられた

ことから、本文の修
正及び図の更新を行
うため。 
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No. 頁 旧 新 提案理由 

(ｱ) 基本ケース 

中央防災会議による東海地震、東南海・南海地震の検討結果を参考に設 
定したもの 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

［基本ケース地表震度 全域］ 
 

(ｲ)  陸側ケース 

基本ケースの強振動生成域を、可能性がある範囲で最も陸域側（プレー 
ト境界面の深い側）の場所に設定したもの 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

［陸側ケース 地表震度 全域］ 
 

(ｱ) 基本ケース 

中央防災会議による東海地震、東南海・南海地震の検討結果を参考に設 
定したもの 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

［基本ケース地表震度 全域］ 
 

(ｲ)  陸側ケース 

基本ケースの強振動生成域を、可能性がある範囲で最も陸域側（プレー 
ト境界面の深い側）の場所に設定したもの 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

［陸側ケース 地表震度 全域］ 
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No. 頁 旧 新 提案理由 

(ｳ)  東側ケース 
基本ケースの強振動生成域を、やや東側（トラフ軸から見て、トラフ軸 

に概ね平行に右側）の場所に設定したもの 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
［東側ケース 地表震度 全域］ 

 

(ｴ)  西側ケース 
基本ケースの強振動生成域を、やや西側（トラフ軸から見て、トラフ軸 

に概ね平行に左側）の場所に設定したもの 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

［西側ケース 地表震度 全域］ 
 
 

(ｳ)  東側ケース 
基本ケースの強振動生成域を、やや東側（トラフ軸から見て、トラフ軸 

に概ね平行に右側）の場所に設定したもの 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
［東側ケース 地表震度 全域］ 

 

(ｴ)  西側ケース 
基本ケースの強振動生成域を、やや西側（トラフ軸から見て、トラフ軸 

に概ね平行に左側）の場所に設定したもの 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

［西側ケース 地表震度 全域］ 
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No. 頁 旧 新 提案理由 

(ｵ) 経験的手法による震度分布 

基本ケースの強振動生成域を、やや西側（トラフ軸から見て、トラフ軸 
に概ね平行に右側）の場所に設定したもの 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
［経験的手法による震度分布］ 

(ｵ) 経験的手法による震度分布 

（削除） 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
［経験式 地表震度 全域］ 

2 18 Ⅰ 被害想定（危機管理部） 
３ 災害の記録（危機管理部） 

風水害 
＜平成１７年１２月３１日以前＞ 
（津地域） 

名称 年 月 日 被害の概要 

台風 21号 平成 16年 9月 29日 

住家 

 全壊 1棟、半壊 1棟、床上浸水 449棟、床
下浸水 1,618棟 一部破損 7棟 
非住家 

 全壊 1棟、浸水 448棟、一部破損 5棟 
 

Ⅰ 被害想定（危機管理部） 
３ 災害の記録（危機管理部） 

風水害 
＜平成１７年１２月３１日以前＞ 
（津地域） 

名称 年 月 日 被害の概要 

台風 21号 平成 16年 9月 29日 

住家 

 全壊 1棟、半壊 1棟、床上浸水 470棟、床下
浸水 1,653棟、一部破損 7棟 
非住家 

 全壊 1棟、浸水 448棟、一部破損 5棟 
 

誤記修正のため。 

3 26 Ⅰ 被害想定（危機管理部） 
４ 過去の主な地震災害（危機管理部） 

年月日 地域（地震名） マグニチュード 被害 

平成 7 年 

（1995 年） 

1 月 17 日 

兵庫県南部地震 
（阪神・淡路大地

震） 

7.3 （略） 

令和 6 年

（2024 年） 

1 月 1 日 

能登半島地震 
7.6 

（暫定値） 

死者 281 人、行方不明者 3 人、負傷者
1,326人、住家全壊 8,429棟、住家半壊
21,370 棟、床上浸水 6 棟、床下浸水 19

棟、住家一部破損 97,510棟 等 

令和 6 年

（2024 年） 

4 月 17 日 

豊後水道を震源と
する地震 

6.6 
（暫定値） 

負傷者 12人、住家一部破損 9棟 

Ⅰ 被害想定（危機管理部） 
４ 過去の主な地震災害（危機管理部） 

年月日 地域（地震名） マグニチュード 被害 

平成 7 年 

（1995 年） 

1 月 17 日 

兵庫県南部地震 
（阪神・淡路大震

災） 

7.3 （略） 

令和 6 年

（2024 年） 

1 月 1 日 

能登半島地震 
7.6 

（暫定値） 

死者 956人（災害関連死を含む）、 
行方不明者 2人、負傷者 1,395人、住家

全壊 6,520 棟、住家半壊 23,600 棟、床
上浸水 6 棟、床下浸水 19 棟、住家一部
破損 134,520棟 等 

令和 6 年

（2024 年） 

4 月 17 日 

豊後水道を震源と
する地震 

6.6 
（暫定値） 

負傷者 14人、住家半壊 8棟、 
住家一部破損 370棟 

誤記修正のため。 
 
消防庁の災害情報

から最新の情報への
更新及び新規情報追
記のため。 
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No. 頁 旧 新 提案理由 

（新設）    

（新設）    

 

令和 6 年

（2024 年） 

8 月 8 日 

日向灘を震源とす

る地震 
7.1 

負傷者 14 人、住家全壊 1 棟、住家半壊
4 棟、床下浸水 1 棟、住家一部破損 266
棟 等 

令和 7 年

（2025 年） 

7 月 3 日 

トカラ列島近海を
震源とする地震 

5.5 被害報告なし 

 

4 30 Ⅱ 避難所 

６ 指定避難所（指定緊急避難場所及び指定避難所）指定一覧（危機管理部） 
（津地域：７１ヶ所） 
観音寺保育園 【指定解除】 

Ⅱ 避難所 

６ 指定避難所（指定緊急避難場所を兼ねる）指定一覧（危機管理部） 
（津地域：７１ヶ所） 
三重県立津商業高等学校 【新規指定】 

文言の整理のため。 

指定避難所の新規指
定及び解除のため。 

5 38 Ⅱ 避難所 

７ 一時避難場所（指定緊急避難場所）指定一覧（危機管理部） 
津地域  ：１１２ヶ所  久居地域 ：７９ヶ所 
河芸地域 ： ３０ヶ所  芸濃地域 ：４４ヶ所 

美里地域 ： ３０ヶ所  安濃地域 ：６７ヶ所 
香良洲地域： １０ヶ所  一志地域 ：１９ヶ所 
白山地域 ： ７５ヶ所  美杉地域 ：５４ヶ所 

Ⅱ 避難所 

７ 一時避難場所（指定緊急避難場所）指定一覧（危機管理部） 
津地域  ：１１２ヶ所  久居地域 ：７８ヶ所 
河芸地域 ： ３２ヶ所  芸濃地域 ：４４ヶ所 

美里地域 ： ３０ヶ所  安濃地域 ：６７ヶ所 
香良洲地域： １０ヶ所  一志地域 ：１９ヶ所 
白山地域 ： ７５ヶ所  美杉地域 ：５２ヶ所 

一時避難場所の新 

規指定及び解除のため。 

6 69 Ⅲ 情報通信 

１０ 防災行政無線による通信（危機管理部、各総合支所） 
 ⑴ 市防災行政無線 
  アイ （略） 

＜同報系防災行政無線＞ 
 デジタル同報系防災行政無線 

番号 子局番号 施設名 設置場所 

385 白山 1 大原集会所 白山町大原 200 

386 白山 2 小杉公民館 白山町小杉 189 

395 白山 11 北家城自主防災センター 白山町北家城 353 

400 白山 16 垣内公民館 白山町垣内 428 

415 白山 31 西徳田公民館 白山町二本木 689-6 

417 白山 33 白山台公民館 白山町二本木 1001-426 
 

Ⅲ 情報通信 

１０ 防災行政無線による通信（危機管理部、各総合支所） 
 ⑴ 市防災行政無線 
  アイ （略） 

＜同報系防災行政無線＞ 
 デジタル同報系防災行政無線 

番号 子局番号 施設名 設置場所 

385 白山 1 大原集会所 白山町大原 200-3 

386 白山 2 小杉公民館 白山町小杉 191 

395 白山 11 北家城自主防災センター 白山町北家城 1328 

400 白山 16 垣内公民館 白山町垣内 684 

415 白山 31 西徳田公民館 白山町二本木 690-2 

417 白山 33 白山台集会所「ふれあい」 白山町二本木 1001-426 
 

誤記修正のため。 

7 75 Ⅳ 水防 
１２ 樋門（建設部、上下水道事業局、農林水産部、各総合支所） 
（津地域） 

河川名等 名称 設置場所 
操作責任者 

操作基準 
住所 氏名 

津松阪港海
岸（中河原、
乙部地区） 

御台場 港町 ― 下水道施設課 フラップ 1連 

（久居地域） 

河川名等 名称 設置場所 
操作責任者 

操作基準 
住所 氏名 

谷仙川 （略） 

長野川 
長野川 1 号 稲葉町 － 三重県 電動 

長野川 2 号 稲葉町 － 三重県 電動 

Ⅳ 水防 
１２ 樋門（建設部、上下水道事業局、農林水産部、各総合支所） 
（津地域） 

河川名等 名称 設置場所 
操作責任者 

操作基準 
住所 氏名 

津松阪港海
岸（中河原、
乙部地区） 

御台場 乙部町 ― 下水道施設課 フラップ 1連 

（久居地域） 

河川名等 名称 設置場所 
操作責任者 

操作基準 
住所 氏名 

谷杣川 （略） 

長野川 
長野川 1 号 稲葉町 稲葉町 下稲葉自治会 電動 

長野川 2 号 稲葉町 稲葉町 下稲葉自治会 電動 

地元自治会及び農
家組合への業務委託
を行ったため。 

 
誤記修正のため。 
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No. 頁 旧 新 提案理由 

榊原川 

榊原川 1 号 中村町 － 三重県 電動 

榊原川 2 号 久居一色町 － 三重県 電動 

榊原川 3 号 中村町 － 三重県 電動 

（河芸地区） 

河川名等 名称 設置場所 
操作責任者 

形式 
住所 氏名 

田中川 大倉 河芸町上野 河芸町 上野自治会 
巻揚式  

フラップ ２連 
 

榊原川 

榊原川 1 号 中村町 中村町 中村町自治会 電動 

榊原川 2 号 久居一色町 久居一色町 一色農家組合長 電動 

榊原川 3 号 中村町 中村町 中村町自治会 電動 

（河芸地区） 

河川名等 名称 設置場所 
操作責任者 

形式 
住所 氏名 

田中川 大倉 河芸町上野 河芸町 上野自治会 
巻揚式  

フラップ １連 
 

8 83 Ⅳ 水防 
１４ 排水機場等（上下水道事業局、農林水産部、各総合支所） 

（津地域） 

河川名等 名称 設置場所 
構造 排水能力 

㎥/ⅿ 

操作責任者 

原動機 口径㎜ 出力 住所 氏名 

岩田川 （新設）        

相川 （新設）        
 

Ⅳ 水防 
１４ 排水機場等（上下水道事業局、農林水産部、各総合支所） 

（津地域） 

河川名等 名称 設置場所 
構造 排水能力 

㎥/ⅿ 

操作責任者 

原動機 口径㎜ 出力 住所 氏名 

岩田川 
半田川田 

ポンプ場 
半田 モーター 900 260KW 150 － 下水道施設課 

相川 天神ポンプ場 
高茶屋小森

上野町 
エンジン 1000 250KW 160 － 下水道施設課 

 

ポンプ場が新設さ
れたため。 

9 90 Ⅳ 水防 
１７ 水防資機材備蓄状況（消防本部、各総合支所） 

 
資機材名 

 

倉庫名 

中
杭
（
本
） 

ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン 

土
の
う
袋
（
枚
） 

ス
コ
ッ
プ 

掛
矢 

両
ツ
ル 

た
こ 

手
箕 

久居 明神        

一志 

第３分団第５部庄

村倉庫 
90 570 8 2    

一志総合支所総

務課倉庫 
34  20 5  1 10 

合計 2,208 33,270 730 147 97 10 58 
 

Ⅳ 水防 
１７ 水防資機材備蓄状況（消防本部、各総合支所） 

資機材名 
 
 

倉庫名 

中
杭
（
本
） 

ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン 

土
の
う
袋
（
枚
） 

ス
コ
ッ
プ 

掛
矢 

両
ツ
ル 

た
こ 

手
箕 

久居 明神   42  1 4 10 

一志 

第３分団第５部庄

村倉庫 
90 560 8 2    

一志総合支所総

務課倉庫 
30  20 7  0 10 

合計 2,204 33,260 772 149 98 13 68 
 

現地確認による数
量確認のため。 

10 91 Ⅴ 警戒区域 

１８ 土砂災害警戒区域等指定状況一覧 
市内全域：２，２０３ヶ所 

Ⅴ 警戒区域 

１８ 土砂災害警戒区域等指定状況一覧 
市内全域：２，３９４ヶ所 

土砂災害警戒区域

の追加指定のため。 

11 137 Ⅴ 警戒区域 
１９ 山腹崩壊危険地区（農林水産部） 

 市内全域：３２８地区 

Ⅴ 警戒区域 
１９ 山腹崩壊危険地区（農林水産部） 

市内全域：３２９地区 

三重県地域防災計 
画と整合を図るため。 

12 148 Ⅴ 警戒区域 
２０ 崩壊土砂流出危険地区（農林水産部） 
  市内全域：４７２地区 

Ⅴ 警戒区域 
２０ 崩壊土砂流出危険地区（農林水産部） 
  市内全域：４６０地区 

三重県地域防災計 
画と整合を図るため。
一部地区を統合。 

13 177 Ⅵ 備蓄 

２４ 防災備蓄品主要一覧（危機管理部） 

令和８年３月末（見込み）時点の数量に修正 備蓄状況更新のため。 
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14 220 Ⅵ 備蓄 
２５ 給水施設等一覧 
 ⑴～⑶ （略） 

 
 
 

 
 
 （新設） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
⑷ 災害時協力井戸（危機管理部） 

 市内全域：１８０件 

Ⅵ 備蓄 
２５ 給水施設等一覧 
 ⑴～⑶ （略） 

 
 
 

 
 
⑷ 医療施設給水箇所（上下水道事業局） 

 
⑸ 災害時協力井戸（危機管理部） 

 市内全域：１８２件 

No． 病院名 災害拠点病院 
救急告示医療

機関 
透析医療施設 

1 三重大学医学部附属病院 〇 〇 〇 

2 三重中央医療センター 〇 〇  

3 大門病院  〇  

4 武内病院  〇 〇 

5 津腎クリニック   〇 

6 永井病院  〇 〇 

7 遠山病院  〇 〇 

8 吉田クリニック  〇  

9 岩崎病院  〇  

10 津生協病院  〇  

11 若葉病院  〇 〇 

12 榊原温泉病院  〇 〇 

13 三重県立一志病院  〇  

14 津みなみクリニック   〇 

15 はくさんクリニック   〇 

優先的に給水を行
なう医療施設給水箇
所を明記するため。 

 
災害時協力井戸の

新規登録を反映する

ため。 

15 231 Ⅵ 備蓄 
２９ ヘリコプター離着陸場一覧 
⑴ （略） 

⑵ 臨時離着陸場 

Ⅵ 備蓄 
２９ ヘリコプター離着陸場一覧 
⑴ （略） 

⑵ 臨時離着陸場 

現場再調査や施設
管理者からの着陸場
変更依頼等による面

積の修正のため。 



- 8 - 
No. 頁 旧 新 提案理由 

（久居地域） 

指定番号 所 在 地 場 所 名 面  積 備  考 

201-20 牧町 569 牧町雲出川河川敷 450ｍ×125ｍ ネット 

201-24 戸木町 3569-1 久居高校グラウンド 100ｍ×100ｍ 避難所・ネット 

201-25 久居新町 975 
陸上自衛隊久居駐

屯地グラウンド 
200ｍ×150ｍ ネット 

（美里地域） 

指定番号 所 在 地 場 所 名 面  積 備  考 

201-19 美里町三郷 70 美里グラウンド 110m×100m 照明灯 

（香良洲地域） 

指定番号 所 在 地 場 所 名 面  積 備  考 

201-56 香良洲町 5380 香良洲高台防災公園 100ｍ×100ｍ  

（白山地域） 

指定番号 所 在 地 場 所 名 面  積 備  考 

201-27 
白山町南家城

1471-1 
白山家城運動場 100ｍ×85ｍ 

一時避難場所・ 

照明灯 

201-31 白山町二本木 269 大三小学校グラウンド 90ｍ×70ｍ 避難所・照明灯 

201-33 白山町八対野 2480 八ツ山小学校グラウンド 130ｍ×80ｍ 避難所 
 

（久居地域） 

指定番号 所 在 地 場 所 名 面  積 備  考 

201-20 牧町 569 牧町雲出川河川敷 450ｍ×125ｍ 水道取水管 

201-24 戸木町 3569-1 久居高校グラウンド 80ｍ×125ｍ 避難所・ネット 

201-25 久居新町 975 
陸上自衛隊久居駐

屯地グラウンド 
200ｍ×95ｍ ネット 

（美里地域） 

指定番号 所 在 地 場 所 名 面  積 備  考 

201-19 美里町三郷 70 美里グラウンド 110m×100m 照明灯・ネット 

（香良洲地域） 

指定番号 所 在 地 場 所 名 面  積 備  考 

201-56 香良洲町 5380 香良洲高台防災公園 112ｍ×174ｍ  

（白山地域） 

指定番号 所 在 地 場 所 名 面  積 備  考 

201-27 
白山町南家城

1461-2 
白山家城運動場 100ｍ×85ｍ 

一時避難場所・ 

照明灯 

201-31 白山町二本木 296 大三小学校グラウンド 90ｍ×70ｍ 避難所・照明灯 

201-33 白山町八対野 2480 八ツ山小学校グラウンド 130ｍ×75ｍ 避難所 
 

16 237 Ⅶ 協定 

３３ 災害応援協定（各部） 
 １ 自治体間等相互応援協定 

件名 協定先 締結年月日 

（新設）   

 

２ 物資供給（食料品・飲料水・生活必需品）に関する協定 

件名 協定先 締結年月日 

災害時における保存水の提供に関
する協定 

トーシンリゾート株式会社 R1.5.17 

（新設）   

（新設）   

 

３ 資機材等の供給（燃料等）に関する協定 

件名 協定先 締結年月日 

（新設）   

（新設）   

Ⅶ 協定 

３３ 災害応援協定（各部） 
 １ 自治体間等相互応援協定 

件名 協定先 締結年月日 

災害時相互応援協定 静岡県袋井市 R3.3.25 

 

２ 物資供給（食料品・飲料水・生活必需品）に関する協定 

件名 協定先 締結年月日 

（解除）   

災害時における物資の調達及び供
給に関する協定 

株式会社ファーストリテイリ
ング 

R8.1.31 

災害時における物資の調達及び供

給に関する協定 

プラス株式会社ジョインテッ

クスカンパニー 
R8.2.20 

 

３ 資機材等の供給（燃料等）に関する協定 

件名 協定先 締結年月日 

災害時における資機材等の調達及
び供給に関する協定 

三協フロンティア株式会社 R7.10.1 

災害時における資機材の提供に関

する協定 
株式会社ジーアイビー R7.10.21 

会社名の変更、記

載漏れ、新規の協定
締結及び協定解除の
ため。 

※（年度内締結予
定を含む） 
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（新設） 
 

  

 
 ６ 災害・復旧・応援（支援）業務に関する協定 

件名 協定先 締結年月日 

災害時における災害復旧用オープ
ンスペースに関する協定 

中部電力パワーグリッド株式
会社、西日本電信電話株式会

社、東邦ガス株式会社 

H18.11.28 

災害時における隊友会の協力に関
する協定 

社団法人隊友会三重県隊友会 H19.5.9 

（新設）   

（新設）   

 

８ 避難場所の提供に関する協定 

件名 協定先 締結年月日 

（新設）   

（新設）   
 

 

災害時における燃料等の供給に関
する協定 

日本ＢＣＰ株式会社 R7.11.14 

 
 ６ 災害・復旧・応援（支援）業務に関する協定 

件名 協定先 締結年月日 

災害時における災害復旧用オープ
ンスペースに関する協定 

中部電力パワーグリッド株式
会社、ＮＴＴ西日本株式会社、

東邦ガス株式会社 

H18.11.28 

災害時における隊友会の協力に関
する協定 

一般社団法人隊友会三重県隊
友会 

H19.5.9 

災害時における地図製品等の供給
等に関する協定 

ゼンリン株式会社 R7.3.17 

災害時における応急対策業務に関
する協定 

一般社団法人日本石材産業協
会 三重支部 
一般社団法人日本石材産業協

会 本部 

R7.7.14 

 

８ 避難場所の提供に関する協定 

件名 協定先 締結年月日 

災害時における施設等の使用に関
する協定 

社会福祉法人津市社会福祉協議会 

株式会社ダイナム 
R8.2.25 

災害時における施設等の一時利用

に関する協定 
株式会社ＩＮＦＬＩＧＨＴ R8.3.3 

 

17 244 Ⅸ 条例 
３５ 津市防災会議の構成（危機管理部） 

【７号委員】（指定公共機関又は指定地方公共機関） 

 機関名 

15 西日本電信電話株式会社三重支店 
 

Ⅸ 条例 
３５ 津市防災会議の構成（危機管理部） 

【７号委員】（指定公共機関又は指定地方公共機関） 

 機関名 

15 ＮＴＴ西日本株式会社三重支店 
 

会社名変更のため。 

18 254 Ⅹ 気象 
３９ 雨量観測場所（危機管理部） 

（久居地域） 

所 属 雨量観測局名簿 雨量観測設備設置場所 

（新設）   

 
（芸濃地域） 

所 属 雨量観測局名簿 雨量観測設備設置場所 

津 市 芸濃庁舎 芸濃町椋本 6141-1 

 
（美里地域） 

所 属 雨量観測局名簿 雨量観測設備設置場所 

津 市 美里庁舎 美里町三郷 48-1 

 
 

Ⅹ 気象 
３９ 雨量観測場所（危機管理部） 

（久居地域） 

所 属 雨量観測局名簿 雨量観測設備設置場所 

三重河川国道事務所 須賀瀬橋観測所 久居元町地内 

 
（芸濃地域） 

所 属 雨量観測局名簿 雨量観測設備設置場所 

（削除）   

 
（美里地域） 

所 属 雨量観測局名簿 雨量観測設備設置場所 

（削除）   

 
 

廃止された雨量観
測所の削除し、国土

交通省「川の防災情
報」の雨量観測所と
整合を図るため。 
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（安濃地域） 

所 属 雨量観測局名簿 雨量観測設備設置場所 

津 市 安濃庁舎 安濃町川西 1310 

 
（香良洲地域） 

所 属 雨量観測局名簿 雨量観測設備設置場所 

津 市 香良洲庁舎 香良洲町 1878 

 
（美杉地域） 

所 属 雨量観測局名簿 雨量観測設備設置場所 

津 市 美杉庁舎 美杉町八知 5828-1 
 

（安濃地域） 

所 属 雨量観測局名簿 雨量観測設備設置場所 

（削除）   

 
（香良洲地域） 

所 属 雨量観測局名簿 雨量観測設備設置場所 

（削除）   

 
（美杉地域） 

所 属 雨量観測局名簿 雨量観測設備設置場所 

（削除）   
 

19 261 Ⅹ 気象 
４１ 予報及び警報等の収集・伝達系統（危機管理部） 

防災気象情報伝達系統図 

別紙３のとおり 防災気象情報に係
る伝達系統の変更の

ため。 

20 264 Ⅹ 気象 
４２ 収集する情報（予報及び警報等）の種類（危機管理部） 
 ⑴ 風水害関係 

  アイ （略） 
  ウ 土砂災害警戒情報 
    三重県と津地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報発表中に、大雨

による土砂災害発生の危険度が高まった時、市町村長が避難情報を発令する
際の判断や住民の自主避難の参考となるよう発表される。 

Ⅹ 気象 
４２ 収集する情報（予報及び警報等）の種類（危機管理部） 
 ⑴ 風水害関係 

  アイ （略） 
ウ 土砂災害警戒情報 

三重県と津地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報（土砂災害）の 

発表後に、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況と 
なったときに、市町村長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支 
援するため、対象となる市町村を特定して警戒が呼びかけられる情報である。 

市町村内で危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土 
砂災害）の危険度分布）で確認することができる。危険な場所から避難する必 
要があるとされる警戒レベル４に相当する。 

警戒レベルにあわ
せた記述に変更を行
うため。 

21 268 Ⅹ 気象 

４３ 警報等の発表基準（危機管理部） 
 ⑴ （略） 
 ⑵ 警報及び注意報の発表基準 

別紙４のとおり 令和７年５月２９

日に基準が変更とな
ったため。 
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22 284 Ⅻ その他 
５２ 地区防災計画 
 （香良洲地区防災計画） 

Ⅻ その他 
５２ 地区防災計画 
 （香良洲地区防災計画） 

香良洲高台防災公
園完成に伴う修正の
ため。 

 
各種データの更新

のため。 

23 286 Ⅻ その他 
５２ 地区防災計画 

（新設） 

Ⅻ その他 
５２ 地区防災計画 

 （脇田山団地） 
 

脇田山団地より、
地区防災計画の提案

があったため。 

 

脇田山団地の地区防災計画概要                                                 脇田山団地自治会・自主防災会 R7.5 現在 

脇田山団地の現状～調査（アンケート）結果など、津市作成ハザードマップから想定 

居住実態・・・全１７２世帯未調査 リスク対応プラス面～ハザードマップ リスク対応マイナス面～アンケート結果 

１～２人暮し 46%、高齢者がいる世 58%、乳幼児

がいる世帯 2%、 

要支援の要望世帯 24%、 

自力避難不可能世帯 14% 

津波浸水、洪水浸水のリスクは極めて低い 

大地震による液状化のリスクは低い 

１０９世帯 63%木造家屋、うち昭和５６年以前築５

４世帯 50%、 

道路側にブロック塀あり 41%老朽化 92% 

ハザードマップを見た世帯 49% 

食料・家族に必要な非常持出の備え 37% 

計画の基本方針（3 本建て）～居住実態・災害リスクを踏まえ、在宅避難を前提に 

１ 自助の備え促進 ２ 住民相互の顔の見える化 ３ 共助による見守り 

活動目標 

１ 平常時の活動 

① 各家庭での備蓄・耐震化等～各家庭での７日間の備え、各家内での安全な居場所の確保を促進する。 

② 防災知識の普及啓発～計画的、継続的に防災学習会を開催し、団地住民全員が参加出来るよう実施体制を構築する。 

③ 防災資機材等の備蓄保全～団地自治会・自主防災会として災害発生時に使える資材を確保し、使用方法の習熟を図る。 

④ 共助の充実～防災学習会を始め、サロン活動などの場を活用し、共助の前提となる住民相互の顔の見える化を促進する。 

⑤ 防災情報の収集活用～情報入手伝達手段の多様化を踏まえ、団地住民の正しい防災情報の入手、活用の方法を身に付ける。 

２ 災害発生時の活動 

① 消火活動など～火災の発生に際し、認知時の早期対応・初期消火を図るため、消火機器を迅速・適正に使用する。 

② 災害時要支援者への対応～現在４８人の災害時要支援者が指定されており、その個別支援計画に基づき臨機応変に対応する。 

③ 安否確認と被害の掌握～玄関口への黄色布掲出、災害時伝言ダイヤル１７１の活用などを推進するとともに、住民台帳を準える。 

④ 地区災害対策本部の設置～在宅避難者への行政対応に備え、集会所に団地本部を設置して、受援体制を備える。 
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24 287 Ⅻ その他 

５３ 要配慮者利用施設一覧（危機管理部） 
 ⑴ 浸水想定区域内における要配慮者利用施設一覧 
  ３１３ヶ所 

 ⑵ 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設一覧 
  ２４ヶ所 

Ⅻ その他 

５３ 要配慮者利用施設一覧（危機管理部） 
 ⑴ 浸水想定区域内における要配慮者利用施設一覧 
  ２９３ヶ所 

 ⑵ 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設一覧 
   ２４ヶ所 

施設の開所、閉所、

施設名称変更等に伴
う、施設情報更新の
ため。 

25 295 Ⅻ その他 
５４ 災害救助法による救助の程度と期間（危機管理部） 

「災害救助法による救助の程度・方法及び期間」早見表 
出典「災害救助事務取扱要領」 

援助の種類 （新設） 

対象 
 

 

費用の 
限度額 

 
 

 
 
 

 

期間  

備考  
 

Ⅻ その他 
５４ 災害救助法による救助の程度と期間（危機管理部） 

「災害救助法による救助の程度・方法及び期間」早見表 
出典「災害救助事務取扱要領」 

援助の種類 福祉サービスの提供 

対象 
避難生活において配慮を必要とする高齢者、障害者、乳幼児その

他の者 

費用の 
限度額 

１ 左記の者からの相談対応等消耗器材費又は器物の使用謝金、
借上費若しくは購入費（工事費を含む。）として当該地域におけ

る通常の実費 
２ 福祉避難所の設置、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用
謝金、借上費若しくは購入費、光熱水費、仮設便所等の設置費と

して当該地域における通常の実費 

期間 災害発生の日から 7日以内 

備考 輸送費、人件費は、別途計上 
 

災害救助法改正に
よる、費用限度額等

の変更及び「福祉サ
ービス」が追加され
たため。 

26 303 Ⅻ その他 
５６ 応援要請の種別、要請に必要な付記事項、経費負担等（危機管理部、総務部、

水道局、消防本部） 

 

要請の種別 要請に必要な付記事項 経費負担 

応
援
・
応
急
措
置 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ⅻ その他 
５６ 応援要請の種別、要請に必要な付記事項、経費負担等（危機管理部、総務部、

上下水道事業局、上下水道管理局、消防本部） 

 

要請の種別 要請に必要な付記事項 経費負担 

応
援
・
応
急
措
置 

2 指定行政機関及び指定地方

行政機関への応援要請 

⑴ 県へ要請の要求ができない理由 

⑵ 災害の状況 

⑶ 応援（応急措置の実施）を要請する理由 

⑷ 応援希望する物資、資材、機械、器具等

の品名及び数量 

⑸ 応援を必要とする活動内容（必要とする

応急措置内容） 

⑹ その他必要な事項 

要請者 

 

災害対策基本法改
正によって、市町村
から指定行政機関及

び指定地方行政機関
へ応援要請が可能と
なったため。 

 
誤記修正のため。 

27 305 Ⅻ その他 
５８ 緊急輸送道路（建設部） 
 （図中） 三重県緊急輸送道路ネットワーク図 

 緊急輸送道路（津管内） 
三重県緊急輸送道路ネットワーク計画（令和５年２月三重県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会作成）より抜粋  

緊急輸

送道路 
道路種別 

路線

番号 
路線名 

区間 連絡路線（拠点）名 
起 点 終 点 起 点 終 点 

第一次 
一般国道 
（国管理） 

23 
一般国道 23 号

（中勢 BP） 

津市大里窪

田町 

松阪市小津

町 
主）津関線 

一般国道 23

号 

Ⅻ その他 
５８ 緊急輸送道路（建設部） 
 （図中） 三重県緊急輸送道路ネットワーク図 

 緊急輸送道路（津管内） 
三重県緊急輸送道路ネットワーク計画（令和５年２月三重県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会作成）より抜粋  

緊急輸

送道路 
道路種別 

路線

番号 
路線名 

区間 連絡路線（拠点）名 
起 点 終 点 起 点 終 点 

第一次 
一般国道 
（国管理） 

23 
一般国道 23 号

（中勢 BP） 

鈴鹿市北玉

垣町 

松阪市小津

町 

一般国道

23 号 

一般国道 23

号 

令和７年２月に三
重県緊急道路ネット
ワーク計画が改定さ

れたため。 
 
施設名称の変更の

ため。 

災害対策基本法 

第 68 条の 2 第 2 項 

※災害対策基本法第 68 条の 2

第 1 項に基づく要求が困難な

場合 
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No. 頁 旧 新 提案理由 

第二次 市町道   
一身田大古曽第

13 号線 

津市一身田

大古曽 
津市夢が丘 

一般国道

23 号中勢

BP 

三重県立看護

大学 

第三次 
一般国道 
（国管理） 

23 
一般国道 23 号

（中勢 BP） 

鈴鹿市徳田

町 

津市大里窪

田町 

市道御園

149 号線 
（主）津関線 

第三次 主要地方道 28 亀山白山線 
津市白山町

佐田 

津市白山町

中ノ村 

市道佐田停

車場線 

一般国道 165

号 

第三次 市町道   
サイエンスシテ

ィ中央線 

津市河芸町

南黒田 
津市あのつ台 

一般国道

23 号中勢

BP 

あのつ台第 1

号線 

第三次 市町道   
あのつ台第 1 号

線 
津市あのつ台 津市あのつ台 

サイエンス

シティ中央

線 

ＨＯＷＡパー

ク 

第三次 市町道   
大谷町西第３号

線 

津市一身田

上津部田 

津市一身田

上津部田 

市道津駅一身

田上津部田線 

県立津東高等

学校 

第三次 市町道   
北河路橋安東小

学校線 

津市北河路

町 
津市納所町 

メッセウイ

ングみえ 

（主）津芸濃

大山田線 

（新設） 
 

第二次 市町道   
一身田大古曽第

13 号線 

津市一身田

大古曽 

津市夢が丘

一丁目 

一般国道

23 号中勢

BP 

三重県立看護

大学 

（削除） 

第三次 主要地方道 28 亀山白山線 
津市白山町

佐田 

津市白山町

中村 

市道佐田停

車場線 

一般国道 165

号 

第三次 市町道   
サイエンスシテ

ィ中央線 

津市河芸町

南黒田 

津市あのつ

台五丁目 

一般国道

23 号中勢

BP 

あのつ台第 1

号線 

第三次 市町道   
あのつ台第 1 号

線 

津市あのつ

台五丁目 

津市あのつ

台五丁目 

サイエンス

シティ中央

線 

ＨＯＷＡパー

ク 

（削除） 

第三次 市町道   
北河路橋安東小

学校線 

津市北河路

町 
津市納所町 

津市産業・

スポーツセ

ンター 

（主）津芸濃

大山田線 

第三次 市町道   野口田端線 
津市安濃町

草生 

津市安濃町

田端上野 

市道白山芸

濃線 

安濃中央総合

公園 
 

28 309 Ⅻ その他 

５９ 災害対策関係機関一覧表（危機管理部） 

機関名 所在地 電話 

【指定公共機関】 

西日本電信電話株式会社三重支店 津市桜橋二丁目 149 番地 059－213-7998 

日本赤十字社三重県支部 津市栄町一丁目 891 番地 059-227-4145 

中部電力パワーグリッド株式会社三重支社 津市丸之内 2 番 21 号 059-246-6724 

東邦ガス株式会社津営業所 津市南丸之内 4-10 059－228-7224 

【指定地方公共機関】 

社団法人三重県エルピーガス協会 津市柳山津興 369 番地 2 059－227-6238 
 

Ⅻ その他 

５９ 災害対策関係機関一覧表（危機管理部） 

機関名 所在地 電話 

【指定公共機関】 

ＮＴＴ西日本株式会社三重支店 津市桜橋二丁目 149 番地 059－213-7998 

日本赤十字社三重県支部 津市あのつ台四丁目 8 番 5 059-264-7700 

中部電力パワーグリッド株式会社三重支社 津市丸之内 2 番 21 号 059-246-6723 

東邦ガスネットワーク株式会社三重事業所 津市南丸之内 4-10 059－228-7143 

【指定地方公共機関】 

一般社団法人三重県ＬＰガス協会 津市柳山津興 369 番地 2 059－227-6238 
 

会社名変更、事務

所移転、誤記の修正
のため。 

 


